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貸付利率の変更及び住宅資金貸付の受付休止について（通知） 

 

 平素、教職員互助組合の事業につきましては、格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、標記の件につきまして、令和８年６月９日開催の通常理事会において、下記のとおり承認され

ましたので通知します。  

 貸付事業については、市中金利が上昇傾向にあり、互助組合貸付利率の指標となる特例基準割合も上

昇していることや互助組合の住宅資金の申込みが急激に増加したことで、令和８年度予算額を超える新

規貸付の財源確保が困難な状況であり緊急措置であることをご理解くださるようお願いいたします。 

 ついては、貴所属所の組合員様に別添のチラシを回覧いただき、ご周知くださるようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ 貸付利率の変更 

 ⑴ 貸付利率（年利）の変更内容 

変更前 変更後 

年利1.00％ 年利 1.20％ 

⑵ 利率の変更開始時期 

   令和９年１月１日 

 ⑶ 貸付種別 

   生活資金・生活福祉資金・オートローン・購入資金・奨学資金・教育資金・結婚資金・住宅資金 

 ⑷ 既貸付利用者の貸付利率 

  ア 令和９年１月から年利 1.20％に変更となります。 

  イ 返済額が令和９年１月分から変更となりますので、変更後の「償還表」を令和９年１月中旬に

所属所あて送付します。 

２ 住宅資金貸付の受付休止  

 ⑴ 受付休止の時期 

   令和８年８月貸付分（受付締切日：令和８年７月17日）をもって当面の間受付を休止します。 

   ただし、令和８年８月貸付分（受付締切日：令和８年７月17日）までの貸付希望額で令和８年度

予算額に達した場合、その時点で受付を休止します。 

   ※令和８年度中は受付休止とし、令和９年度以降については令和９年度の事業計画にてお知らせ

いたします。 

 ⑵ 令和８年７月及び令和８年８月貸付分の借用申込書の受付方法 

   当組合に到着した住宅資金借用申込書及び添付書類に不備がない申込みから「先着順」で受付完

了とし、給付貸付審査委員会にて審査をします。（FAX等での到着可）  

 ⑶ その他 

   貸付状況については、組合員係（貸付担当）までお問合せください。  

   なお、令和８年度新規貸付の予算額に達した時点で、所属所あて通知（メール配信）及び互助組

合ホームページに掲載いたします。 

 

  担当 組 合 員 係 

電話 054-254-3626 



静 岡 県 教 職 員 互 助 組 合 

貸付利率の変更 及び 住宅資金貸付の受付休止 について 

令和８年６月９日開催の通常理事会において、下記のとおり承認されました。 

 貸付利率は令和９年１月から１.２０％に変更いたします  

  市中金利が上昇傾向にあり、互助組合貸付利率の指標となる特例基準割合も上昇し、今後

も上昇が見込まれるため貸付利率を変更いたします。 

 

 ⑴ 貸付利率の変更 

変更前 変更後 

年利1.00％ 年利1.20％ 

 ⑵ 利率の変更開始時期 

   令和９年１月１日 

 ⑶ 貸付種別 

   生活資金・生活福祉資金・オートローン・購入資金・奨学資金・教育資金・結婚資金 

   住宅資金 

 ⑷ 既貸付利用者の貸付利率 

  ア 令和９年１月から年利1.20％に変更となります。 

  イ 返済額が令和９年１月分から変更となりますので、変更後の「償還表」を令和９年１

月中旬に所属所あて送付します。 

 

 
住宅資金貸付は令和８年８月貸付分（受付締切日：令和８年７月

17日）をもって当面の間受付休止します 

 

  市中金利が互助組合貸付利率を超える上昇傾向にあり、互助組合住宅資金の申込みが急激

に増加したことで、令和８年度予算額を超える新規貸付の財源確保が困難な状況であるた

め緊急措置となります。 

 ⑴ 受付休止の時期  

   令和８年８月貸付分（受付締切日：令和８年７月17日）をもって当面の間受付を休止し

ます。  

   ただし、令和８年８月貸付分（受付締切日：令和８年７月17日）までの貸付希望額で

令和８年度予算額に達した場合、その時点で受付を休止します。 

   ※令和８年度中は受付休止とし、令和９年度以降については令和９年度の事業計画にてお知ら

せいたします。 

 ⑵ 令和８年７月及び令和８年８月貸付分の借用申込書の受付方法  

  ア 令和８年度予算額に達するまで「先着順」で受付をし、書類不備のないお申込みにつ

いて給付貸付審査委員会にて審査（貸付の決定）をします。  

  イ 当組合に到着した住宅資金借用申込書及び添付書類に不備がない申込みを「先着順」

で受付完了とします。（地域性を考慮しFAX等での到着を可とします。）  

 ⑶ その他 

   貸付状況については、お問合せください。令和８年度新規貸付の予算額に達した時点

で、所属所あて通知（メール配信）及び互助組合ホームページに掲載いたします。    

[ お 問 合 せ 先 ] 

（一財）静岡県教職員互助組合 組合員係（貸付担当）  ℡０５４－２５４－３６２６ 
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